
令和２年度奈良県食品衛生監視指導計画（案）の概要令和２年度奈良県食品衛生監視指導計画（案）の概要令和２年度奈良県食品衛生監視指導計画（案）の概要令和２年度奈良県食品衛生監視指導計画（案）の概要

食品衛生法第２４条の規定により、令和２年度奈良県食品衛生監視指導計画を策定します。食品衛生法第２４条の規定により、令和２年度奈良県食品衛生監視指導計画を策定します。食品衛生法第２４条の規定により、令和２年度奈良県食品衛生監視指導計画を策定します。食品衛生法第２４条の規定により、令和２年度奈良県食品衛生監視指導計画を策定します。

１ 目的１ 目的１ 目的１ 目的

食品衛生を確保することにより、県民の健康の保護を目的とします。

２ 実施対象２ 実施対象２ 実施対象２ 実施対象

奈良県内全域（奈良市を除く）

３ 実施期間３ 実施期間３ 実施期間３ 実施期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間

４ 実施にあたっての基本的方向４ 実施にあたっての基本的方向４ 実施にあたっての基本的方向４ 実施にあたっての基本的方向

（１）食品供給行程（フードチェーン）の各段階における監視指導の充実を図ります。

各業種別に過去の食中毒の発生状況、製造・販売される食品の流通実態及び施設の管理状況などを

考慮して、監視の重要度の高い業種または業態別にランク分けを行い、標準監視指導回数を定め、監視

指導を実施します。また、食中毒が多発する夏期及び食品流通量が増加する年末及び観光地について

も監視指導を重点的に実施します。

（２）食品の試験検査の実施に努めます。

食品等検査実施計画を定め、食品等の検査及びその結果に基づく事後措置を適正に実施することに

より、衛生的かつ安全な食品等の提供を確保します

（３）食品に起因する健康危害の防止に努めます。

上記の監視指導及び試験検査を徹底することにより、飲食に起因する衛生上の健康危害を未然に防

止します。また、平常時はもとより、休日及び夜間における健康危機管理体制を確保し、食中毒発生時に

おいては関係部局と連携を取りながら迅速かつ的確な調査を実施します。さらに、再発防止のため、原

因究明の調査を図ります。

（４）平成３０年６月の食品衛生法改正内容について、情報提供に努めます。

平成３０年６月に食品衛生法が改正され、広域に及ぶ食中毒への対策の強化、原則全ての事業者にH

ACCPに沿った衛生管理の制度化、営業届出制度の創設、営業許可制度の見直し、特定の食品による

健康被害情報の届出の義務化などの改正が行われました。講習会の開催を実施し、情報提供に努めま

す。

（５）食品等事業者による自主衛生管理及びHACCP手法の導入並びに奈良県HACCP自主衛生管理認証

制度（通称：ならハサップ）の普及を促進します。

食品等事業者に対し、奈良県食品衛生法施行条例及び施行細則第３条（管理運営基準）に基づく衛生

管理の徹底を図ります。また、食品等事業者にHACCP手法の導入の普及啓発を積極的に推進するとと

もに、HACCP導入型基準を採用もしくは採用を検討する事業者への助言・指導を行います。

（６）食品表示の適正化に向け、食品等事業者への監視指導の充実を図ります。

食品等事業者に対し、期限表示、食品添加物、アレルギー物質等の表示に関する監視指導を実施し、

食品表示法に基づく表示の確認を行い、不適切な表示があった場合には、適正な表示をするよう指導を

行います。

（７）食品衛生に関する情報及び監視指導の実施状況を県民に情報提供するとともに、県民との意見交換
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等を実施します。

食中毒事件等発生時には速やかに公表し、県民への情報提供をします。また、リスクコミュニケーショ

ンを通して、情報の発信と意見交換に努めます。

５ 実施体制５ 実施体制５ 実施体制５ 実施体制

（１）県内の４保健所（郡山、中和、吉野、内吉野）及び食品衛生検査所の食品衛生監視員、と畜検査員及

び食鳥検査員が、施設及び食品等事業者に対し直接、監視指導を実施します。

（２）県内の２ヵ所の食品衛生検査施設（保健研究センター、食品衛生検査所）が食品に係る試験検査を実

施します。

（３）くらし創造部消費・生活安全課が監視指導計画の策定、県民への食品衛生に関する情報提供や公表

及び国、地方自治体及び県庁内関係部局等との連絡調整を実施します。

６ 昨年度計画からの主な変更点６ 昨年度計画からの主な変更点６ 昨年度計画からの主な変更点６ 昨年度計画からの主な変更点

（１）表紙のイラストの修正

オリンピック・パラリンピック開催年度であるため、「ラグビーせんとくん」に変更しました（計画本文P.

１）。

（２）食中毒発生防止対策に関する事項としてアニサキス対策を明記

全国的な食中毒事例発生に伴い、新たに文言、説明を追加しました（計画本文P.７、９、１９）

（３）アレルギー物質に関する監視指導の強化及び例年に比べ収去検体数の増加

近年、アレルギー表示欠落等による自主回収事例が全国的に多発していることや旧基準に基づく表示

が認められている猶予期間が令和２年３月３１日までであることを踏まえ、食品表示に関する監視指導

に注力することについて記載しました（計画本文P.８）。

（４）野菜の残留農薬検査項目数の増加

これまで、１件体あたり１１６項目の残留農薬の検査を行ってきたが、食の安全と消費者の信頼性確保

のために、検査体制の強化に取り組み、令和２年度からは１検体あたり１５０項目に検査項目数を引き

上げて農薬検査を実施することについて記載しました（計画本文P.９）。

（５）広域連携協議会について追記

平成３１年２月８日付けで発出された「「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」（平成15年

厚生労働省告示第301号）の改正について」の内容を踏まえ、広域連携協議会を含め、広域的な食中

毒事案発生時の連携について追記しました（計画本文P.１２）。

（６）「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の一部を改正する件」を受けての修正

①項目名の修正（食品等事業者自らが実施する衛生管理に関する事項）（計画本文P.１、１３）。

②指定成分等を含む食品等による健康被害発生時の対応が追記されたことを反映（計画本文P.１２）。

③食品等事業者自らが実施する衛生管理について追記されたことに伴い、従来の記載内容を修正し

ました（計画本文P.１３）。

（７）年間標準監視指導回数についての修正

①大規模広域流通食品製造・加工施設について従業員数を３０名→５０名に変更。

「「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するＱ＆Ａ」について」通知内で小規模事業者について記

載があり、「食品の製造又は加工を行う者のうち、一の事業所において、食品の製造及び加工に従事

する者の総数が５０人未満の者」としていることより、５０名と修正しました。

②魚介類せり売営業について、県中央卸売市場内独自の業態であること、市場食品検査課で常時監

視を行うことから、監視指導結果集計時に他に比べてあまりに大きい数字となるため、集計結果に影



響しないよう当該表における監視対象としないことを明記しました。

（８）収去検体数について

保健研究センター実施分

平成３１（２０１９）年度 総数４７４検体

令和２年度 総数４５７検体

市場食品検査課実施分

平成３１（２０１９）年度 総数４２８検体

令和２年度 総数４１４検体

外部検査機関実施分

平成３１（２０１９）年度 総数６検体

令和２年度 総数８検体

参考参考参考参考

各保健所と食品衛生検査施設 関係機関の連携体制関係機関の連携体制関係機関の連携体制関係機関の連携体制関係機関の連携体制奈良県食品安全・安心推進本部奈良県食品安全・安心推進本部幹事会（連携）くらし創造部・消費・生活安全課景観・環境局・環境政策課医療政策局・健康推進課・疾病対策課・薬務課福祉医療部・企画管理室産業・雇用振興部・産業振興総合センター農林部・マーケティング課・農業水産振興課・畜産課・林業振興課教育委員会・保健体育課奈良市健康医療部保健所保健衛生課
奈良県くらし創造部（消費・生活安全課）

奈良県食品衛生奈良県食品衛生奈良県食品衛生奈良県食品衛生監視指導計画監視指導計画監視指導計画監視指導計画
保健所（郡山・吉野）：衛生課

(中和): 食品衛生課（内吉野）：地域生活課食品衛生検査所：市場食品検査課保健研究センター食品衛生検査所：食肉検査課市場食品検査課消費生活センター消費生活センター中南和相談所食の安全相談窓口（郡山・中和・吉野・内吉野保健所）
（監視指導）（食品検査）（食の相談）

連携（監視指導 等の実施） 食品安全委員会厚生労働省・近畿厚生局消費者庁農林水産省・近畿農政局広域連携協議会独立行政法人農林水産消費安全技術センター都道府県市市町村消費生活センター奈良県警察等
奈良県食品安全・安心懇話会（食品安全・安心専門部会）評価・意見反映


